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(57)【要約】
　アンスロットル状態で運転可能であり、熱効率が高く
、かつ、リーンバーン方式を用いた、ガソリン使用車両
に適切なスパーク点火方式の２ストロークエンジンまた
は４ストロークエンジンが提供されている。このエンジ
ンには、圧縮ストローク中に燃焼室のまわりをらせん状
の渦を描くように移動する空気ジェットを生成するため
、間接燃焼室および移送オリフィスが用いられていると
ともに燃焼室が成形されている。燃料は、迅速な気化を
促進するように、空気ジェットの中に向けて燃焼室の中
に噴射される燃料噴射器の位置および向きによりアイド
リング状態であっても燃料がスパークプラグの近傍に投
入されることが担保され、らせん状渦流によりスパーク
プラグの近傍に層状の点火可能な混合気が形成されるこ
とが担保される。また、エンジンの圧縮比を変更するこ
ともできるし、さらなる燃料噴射器を設けることもでき
る。
【選択図】　図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンダと、
　前記シリンダ内に設けられ、該シリンダ内部で往復運動をするピストンと、
　前記シリンダと連通している空気給気手段と、
　前記シリンダと連通している排気手段と、
　前記シリンダと連通しているとともに、前記ピストンに対する近位端部と遠位端部とを
有している間接燃焼室と、
　前記近位端部において前記シリンダと前記燃焼室との間を連通させるとともに、前記ピ
ストンの圧縮ストローク中に空気ジェットを前記燃焼室の中へ移送するように構成されて
いる移送オリフィスと、
　前記燃焼室をまわる接線方向の速度成分と、前記燃焼室に沿って前記近位端部から前記
遠位端部の方向に向けられている軸方向の速度成分とを有する、らせん状の渦の運動を描
いた前記燃焼室内での空気の移動を促進するための手段と、
　前記燃焼室に設けられるスパーク点火手段と、
　前記燃焼室と連通しているとともに、燃料を前記空気ジェットの中に注入し、前記燃料
が前記スパーク点火手段に着いたときに気体内でスパークによる点火可能な混合気の形成
を可能とするように構成されている燃料噴射手段と、
　燃料噴射工程およびスパーク点火工程を制御するためのコントローラとを備えており、
　前記らせん状の渦の運動の前記軸方向の速度成分が、前記燃焼室内に位置する面により
引き起こされるように構成されていることを特徴とする内燃エンジン。
【請求項２】
　前記燃焼室内の前記面が、らせん状のランプの形態を有してなる、請求項１に記載のエ
ンジン。
【請求項３】
　前記らせん状のランプが、前記燃焼室の周面まで半径方向に沿って、前記燃焼室の軸の
まわりの３６０度未満の角度にわたって延設されてなる請求項２に記載のエンジン。
【請求項４】
　前記燃焼室内の前記面が、前記燃焼室の周面の表面に形成される溝の形態を有してなる
、請求項１または請求項２に記載のエンジン。
【請求項５】
　キャビティが、前記燃焼室の前記近位端部に形成され、前記移送オリフィスに接続し、
拡大しており、前記キャビティが、前記空気の運動を前記接線方向に反らすような形状に
形成された面を有してなる請求項２に記載のエンジン。
【請求項６】
　前記燃料噴射手段が、前記燃焼室の前記遠位端部に向けられている燃料噴射器である請
求項１に記載のエンジン。
【請求項７】
　前記燃料噴射手段が第一の燃料噴射器と第二の燃料噴射器とを有しており、該第二の燃
料噴射器が前記移送オリフィスの方向に向けられてなる請求項１に記載のエンジン。
【請求項８】
　前記第一の燃料噴射器および前記第二の燃料噴射器が、同一のエンジンサイクル中に、
前記燃焼室に燃料を注入することができるように構成されてなる請求項７に記載のエンジ
ン。
【請求項９】
　前記燃焼室の前記遠位端部が　摺動可能なプランジャを駆動して前記室の軸に沿って制
限された所定の距離の範囲にわたって位置を変更、維持させるとともに、前記室の周面に
対して気密性のシールを形成させることを可能にするように構成されてなる請求項１に記
載のエンジン。
【請求項１０】
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　前記プランジャの移動が流体圧により駆動されるように構成されてなる請求項９に記載
のエンジン。
【請求項１１】
　前記プランジャの移動が機械的に駆動されるように構成されてなる請求項９に記載のエ
ンジン。
【請求項１２】
　前記２ストロークで動作するように構成されてなる請求項１に記載のエンジン。
【請求項１３】
　前記４ストロークで動作するように構成されてなる請求項１に記載のエンジン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、４ストロークエンジンまたは２ストロークエンジンで動作するスパーク点火
式の往復内燃エンジンに関するものである。
【０００２】
　さらに詳細にいえば、本発明は、層状給気方法を用いたリーンバーン（希薄燃焼）方式
のスパーク点火式エンジンに関するものである。このエンジンは、部分負荷時において高
い熱効率を促進するために、アイドリング時においてさえ空気の給気を絞ることなく部分
負荷時に動作することができる。
【０００３】
　本発明は、自動車およびオートバイの用途における利用に好適であり、燃料の大幅な節
約を可能とならしめうる。
【０００４】
　本発明にかかるエンジンにあっては、一定の値の圧縮比または変更可能な圧縮比で動作
するように製造することができる。
【０００５】
　具体的にいえば、本発明は、ＷＯ２００５／０５２３３５に記載の内燃エンジンの複数
の進歩および改良に関するものである。
【０００６】
　したがって、本発明は、内燃エンジンを提供しており、この内燃エンジンは、シリンダ
と、シリンダ内に設けられ、その内部で往復運動をするピストンと、シリンダと連通して
いる空気給気手段と、シリンダと連通している排気手段と、シリンダと連通するとともに
、ピストンに対する近位端部と遠位端部とを有している間接燃焼室と、近位端部において
シリンダと燃焼室との間を連通させているとともに、ピストンの圧縮ストローク中に空気
ジェットを燃焼室の中へ移送するように構成されている移送オリフィスと、燃焼室をまわ
る接線方向の速度成分と、燃焼室に沿って近位端部から遠位端部の方向に向けられている
軸方向の速度成分とを有するらせん状の渦を描く燃焼室内での空気の移動を促進するため
の手段と、燃焼室に設けられるスパーク点火手段と、燃焼室と連通しているとともに、燃
料を空気ジェットの中に注入し、スパーク点火手段に着いたときに気体内でスパークによ
る点火可能な混合気の形成を可能とするように構成されている燃料噴射手段と、燃料噴射
工程およびスパーク点火工程を制御するためのコントローラとを備えており、らせん状の
渦の運動の軸方向の速度成分が、燃焼室内に位置する面により引き起こされるように構成
されていることを特徴としている。
【０００７】
　注意すべき点は、先の発明であるＷＯ２００５／０５２３３５に記載されたエンジンで
は、燃焼室のらせん状の渦の流れを促進するために必要とされる渦方向の速度成分と軸方
向の速度成分との両方を制御するための排他的な手段として移送オリフィスが用いられた
ことである。らせん状の渦が発明にかかる層状化を促進するにあたって不可欠である。軸
方向成分は、移送オリフィスの軸を燃焼室の軸に向けて９０度を超える角度だけ傾斜させ
ることにより生成された。移送オリフィスの接線位置により周方向の速度成分または渦方
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向の速度成分が決められた。しかしながら、このような単純設計では、移送オリフィスを
通る気体に対して安定な軸方向の速度成分を付与するために比較的長い移送オリフィスを
必要とした。長さが過剰な場合、気体が高速で移送オリフィスを通って移動するとき気体
のオリフィスの壁からの摩擦損失および熱損失が増加するため、エンジンの熱効率が減少
する。シリンダの端部にあるオリフィスの入口が傾斜していると、楕円形の孔が長細くな
り、これにより弁が利用可能な領域が減少され、エンジンの吸引・排出が妨げられること
になる。
【０００８】
　本発明は、正確ならせん状の渦の流れを促進するために燃焼室の少なくとも軸方向の速
度成分を促進するための改良された斬新な手段を提供する。本発明は、上記の最終パラグ
ラフにおいて言及された欠点をすべて取り除く。本発明は、燃焼室内に適切な内面を形成
することにより達成される。本発明は、移送オリフィスを傾ける必要性を排除する。好ま
しくは、本発明は、らせん状のランプを形成するように室の近位端部の端壁を成形するこ
とにより、室の周面にらせん状の溝を形成することにより、または、これらの方法を組み
合わせることにより達成される。これらの両方の方法では、気体が、目的に合わせて設計
された内部傾斜面によって軸方向の速度成分が与えられる。このような面の形成には、安
定な燃焼に必要とされるらせん状の渦の軸方向の速度成分と周方向の速度成分との間の比
が非常に重要となるため、注意深い設計が必要とされる。
【０００９】
　らせん状のランプは、比較的短い軸方向の距離にわたって、ネジ山のように、燃焼室の
軸のまわりに巻き付けられたくさびのような形状に形成されている。このランプは、軸の
まわりを適切な角度、好ましくはしかし本質的ではないが、２７０度未満まわったあと終
端する。以下で、このようなランプの形成を図を参照して説明する。
【００１０】
　他の実施例であるらせん状の溝は、ネジ山を有するボルトと噛み合うナットの溝のよう
に、燃焼室（たとえば、図２の２２）の円周方向の壁に切り込まれる周面チャネルである
。好ましくは、溝は、移送オリフィスが燃焼室に通じる場所の近傍から開始されるべきで
ある。空気が室の周面をまわる渦を形成するように誘因されるので、一部の空気は、この
ような溝により案内され、室の遠位端部の方向に向かって推進される。溝の寸法、たとえ
ば深さ、形状および、室の中への軸方向の侵入については、設計者が選択することができ
る。このような溝の形成は、自明なことであると思われるので、図を用いて説明しない。
【００１１】
　さらに、本発明は、全体的な空気－燃料比の全範囲にわたってエンジンに動作させるこ
とを可能とする上で不可欠な、エンジンに対する燃料供給ニーズへの一つの解を提供して
いる。燃料は、圧縮ストローク中に空気がシリンダから移送オリフィスを通って間接燃焼
室に入るにつれて空気に加えられる。このように単位時間当たりに移送される空気の質量
は、移送オリフィス内の空気の密度および速度が急激に上昇するとき、圧縮ストロークの
開始点における比較的低い値から圧縮ストロークの終了点における非常に高い値まで非直
線的に上昇する。したがって、燃料噴射手段は、このように生成される混合気が燃焼可能
であるよう空気に燃料に混合させるために、各エンジンサイクルの圧縮ストロークの間、
質量流量を次第に上昇させつつ注入していく必要がある。このような移送能力を有した燃
料噴射器が現在にいたるまで一台も市場に存在していなかったことが知られている。した
がって、本発明は、燃焼室の重要な位置における二つの燃料噴射器を位置決めを可能とす
る。単位時間当たりの燃料質量流量の低い第一の燃料噴射器は、室の近位端部の位置に設
けられ、圧縮ストロークの初期部分の間燃料を注入するため、遠位端部の方向に向かって
一直線に並べられている。非常に高い燃料流量の注入が可能な第二の燃料噴射器は、移送
オリフィスから流入する空気ジェットに向かって一直線に並ぶように位置づけされ、圧縮
ストロークの後半部分の間、高いエンジン負荷において燃料を移送することができ、また
必要ならば、点火後であってもそのように移送し続けることができる。
【００１２】
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　また、本発明は、移動可能なプランジャで燃焼室の容積を調節することで、動作中にエ
ンジンの圧縮比を変えるための手段をさらに提供している。このことにより、希薄な空気
・燃量比の条件下（ｕｎｄｅｒ　ｌｅａｎ ａｉｒ　ｆｕｅｌ　ｒａｔｉｏ　ｃｏｎｄｉ
ｔｉｏｎｓ）での動作時において圧縮比を増大することができ、過早点火またはデトネー
ションの危険をおかすことなく、部分負荷時におけるエンジンの熱効率を上げることがで
きる。
【００１３】
　本明細書に記載の空気または気体という用語は、純粋な空気または燃焼生成物もしくは
炭化水素ガスの如き他のガスを含んでいる空気を表現するために用いられる。混合気とい
う用語は、燃焼に用いられる燃料の気化物と混合した空気を表現するために用いられる。
希薄混合気（ｌｅａｎ　ｍｉｘｔｕｒｅ）という用語は、エンジンで用いられているスパ
ーク点火手段により直接に点火できない空気・燃料混合気を表現するために用いられる。
本明細書記載のリーンバーン（ｌｅａｎ－ｂｕｒｎ）という用語は、層状化（ｓｔｒａｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を利用することにより全体として希薄混合気を用いて動作するエン
ジンの性能を表現するために用いられる。
【００１４】
　本明細書記載の点火ポットという用語は、自由容積を有し、スパークプラグを有し、自
由容積がスパークプラグのネジ部の直径よりも小さな直径を有する穴を通じて燃焼室と連
通しているキャビティを表現するために用いられる。
【００１５】
　また、スパークプラグおよび点火手段という用語は、点火ポット内に位置するスパーク
プラグをも含みうる。
【００１６】
　ＢＭＥＰという用語は、シリンダ内で形成されるブレーキ平均有効圧力（ｂｒａｋｅ　
ｍｅａｎ　ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ）を表現するために用いられる。
【００１７】
　室という用語は間接燃焼室を表現するために用いられる。燃焼室は、中心軸に対してほ
ぼ対称、たとえば円筒状または円錐状であることが好ましいが、有利ならば他の形状が用
いられてもよい。
【００１８】
　本発明は、本明細書において、同じ縮尺で示されたものでなくかつ例示のみを目的とし
て提示されている添付の概略図を具体例として参照しながらさらに記載される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１の従来技術の構成では、らせん状の渦に必要とされる軸方向の速度成分は、燃焼室
６の長手方向の軸をシリンダ２の長手方向の軸に向けて傾斜させ、移送オリフィス７を燃
焼室６の長手方向の軸に向けて傾斜させることにより誘発されるようになっている。本発
明の好ましい実施形態によれば、燃焼室の長手方向の軸はシリンダの長手方向の軸に対し
てほぼ直角となっており、軸方向の速度成分は燃焼室内の適切に形成された内面により誘
発されるようになっている。
【００２０】
　図１の構成では、ピストン１は、圧縮ストローク中にシリンダ２内で引かれ、上方に向
かって移動するようになっている。燃焼室６は移送オリフィス７を通じてシリンダと連通
している。単一の燃料噴射器１１が空気ジェット４０を横切って燃料を送るようになって
いる。円錐状に広がっている燃料が、空気ジェットを交差し、スパークプラグ９が設けら
れている遠位端部１０に到達する時点で円筒状の燃料室の直径に至るまで延びていること
が示されている。また、この図には、燃料室の周面２２をらせん状の渦を形成するように
回転される流線１４が示されている。シリンダ２は、公知の方法で、給気弁および排気弁
と連通している（図示せず）。燃焼室６は円筒状であり、スパークプラグ９は遠位端部１
０に位置している。移送オリフィス７は、燃焼室６の長手方向の軸に対して鈍角を形成し
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て傾斜しており、軸方向の成分と接線方向の成分を有する方向に近位端部８から室６に入
り込むようになっている。エンジンコントローラ（図示せず）は、燃料噴射のタイミング
および期間を決めるように構成されている。燃料配管の圧力およびスパーク点火のタイミ
ングはすべてＷＯ２００５／０５２３３５に記載されている通りである。
【００２１】
　図２の実施形態では、複数の構成部材が、図１の構成の構造部材と同一の機能を有して
おり、それらには同一の参照数字が与えられている。共通の構成部材の機能を繰り返して
記載しない。この実施形態では、空気ジェット４０は、燃焼室の長手方向の軸に対してほ
ぼ９０度傾斜するとともに、接線方向の速度成分を備えているものの軸方向の速度成分を
備えることなく、燃焼室６に入るようになっている。軸方向の速度成分が、燃焼室の内面
の傾斜形状、とくに近位端部８の端壁により生成されるので、流線１４は端壁の傾斜をた
どることになる。
【００２２】
　このような一つの形態（図示せず）では、近位端部の壁を一方側から他方側へと遠位端
部の方向に向けて傾けることができ、移送オリフィス７から最も遠い側が、移送オリフィ
ス７から最も近い側よりも遠位端部により近くなる。一般的にいえば、近位端部の壁を、
近位端部とは反対側かつ軸方向に向かって傾斜している傾斜面を含むような形状に形成す
ることができる。
【００２３】
　本発明の好ましい形態では、近位端部の壁を、らせん状のランプを形成すべく周面のま
わりにそって形成されるらせん状のくさびの如きより複雑な形状とすることができる。こ
のらせん状のランプは、一定のまたは可変の（好ましくは、大きくなっていく）ピッチを
有している。
【００２４】
　図３および図４には、このような構成を備える一つの実施形態が示されている。図３に
は、燃焼室８の近位端部の方向に向かって見た内部図が示されている。この図では、燃焼
室への入口に図示されている移送オリフィス７と空気ジェット４０の速度ベクトルを表わ
すベクトルに加えて、燃料噴射器１１用の投入口が図示されている。さらに、周面をまわ
る流線１４が例示されている。半径方向の直線Ａは、平坦なプラットフォーム８Ａから上
昇していくらせん状のランプ８Ｂの開始点を示しており、このプラットフォーム８Ａは、
（円形状の）移送オリフィス７の縁部と一致する。ランプ８Ｂは、燃焼室のまわりを直線
Bまで約２７０度延び、この直線Ｂにおいて、壁８Ｃで終端しており、この壁は、燃焼室
の長手方向の軸に対して平行であり、ランプ８Ｂの端部をプラットフォーム８Ａに繋ぐよ
うになっている。
【００２５】
　プラットフォーム８Ａ、好ましい実施形態では、９０度にわたって延び、以下に記載す
る三つの重要な機能を有している。プラットフォーム８Ａにより、移送ポートから流入す
る空気ジェットに対して比較的中断されないアクセスが可能となり、プラットフォーム８
Ａにより、移送ポートの対向側に位置する第二の燃料噴射器（図示せず）のスプレーに対
するアクセスが可能となり、さらに、第一の燃料噴射器の流出口ポートのための平坦なプ
ラットフォームが実現できる。また、壁８Ｃも、それ自体と燃焼室の周面との間に移送オ
リフィスから流入した空気ジェットを収容して、空気ジェットに方向を変化させ、ランプ
を上昇させていく機能を有している。
【００２６】
　図４には、ランプに沿って移動する流線１４を含むより視覚的な方法で図３のらせん状
のランプ８Ｂが示されている。ディメンションＰは、らせんの半分のピッチを表わしてお
り、このピッチにより、らせん状の渦の運動の軸方向成分の強度が決まる。本実施形態で
は、ピッチは一定となっている。
【００２７】
　図６および図７には、異なる円弧角Ｋ１およびＫ２にわたって延びているらせん状のラ
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ンプの二つの構成が示されている。図６では、ランプ８Ｂはが直線Ｂで終端しており、こ
の直線８Ｂを含む上昇するプラットフォーム８Ｅがそれに続いている。プラットフォーム
８Ｅは、軸壁８Ｃまで続いており、この軸壁８Ｃはプラットフォーム８Ａへ戻っている。
図７では、より短いランプがＢで終端しており、これに続いて上昇していくプラットフォ
ームは設けられていない。また、直線Ｂは、壁に８Ｃに位置しており、この壁８Ｃはプラ
ットフォーム８Ａに戻っている。
【００２８】
　円弧Ｋ、プラットフォーム８Ａおよび８Ｅ並びに壁８Ｃの形状および範囲は設計者が選
択することができるようになっている。
【００２９】
　さらに、この課題全体を解決するにあたって、移送オリフィスの位置に単に依存するこ
とに代えて、燃焼室の内面を用いて空気流の接線方向の流れを形成または増幅することが
望ましいことがある。図５には、このような構成の一つが示されている。この構成は、図
２に類似しているものの、らせん状のランプ８Ｂは、燃焼室の周面をまわって２７０度を
超え、この実施形態では約３１０度に至るまで延び、直線Ｂで終端している。
【００３０】
　この図では、端壁８Ｃは、２７０度をわずかに超えた位置に留まることにより、らせん
状のランプ８Ｂの最後の残りの部分の下方にキャビティＣを形成することができる。この
ようなキャビティの天井により、すなわちランプの下に位置することにより、移送オリフ
ィス７を屋根の下で燃焼室の中へと有効に延ばすことができる。この屋根の下に全体的に
または部分的に設けられる反れた壁８Ｄは、燃焼室の中央軸の近傍に位置して設けられて
いる。この反れた壁８Ｄは、空気ジェットが燃焼室の周面の方向に向けて開放空間８Ａの
中へ流れるように、空気ジェットを接線方向に沿って反らすように用いられうる。
【００３１】
　第一の燃料噴射器用ポート１１は、プラットフォーム８Ａの位置に設けられ、燃料スプ
レーがスパークプラグの設けられている燃焼室の遠位端部に到達することを可能としてい
る。
【００３２】
　この位置から、反らされた周面流は、らせん状のランプ８Ｂの出発点である半径方向の
直線Ａを通過して流れていく。
【００３３】
　反り面８Ｄは、湾曲して形成されても、平坦に形成されても、またはこれらを組み合わ
せたものであってもよい。また、反り面８Ｄは、図示されているように、ランプ８Ｂの端
部において屋根を超えて延びていてもよいし、または、ランプの終端する直線Ｂで終端し
てもよい。
【００３４】
　このような構成は、図５に示されているように、移送オリフィス７を極端な接線方向の
位置から幾分離れた位置に設けて用いられうる。このように、接線方向の速度成分が、内
面８Ｄと、さらに空気ジェット４０をほぼ接線方向の向きにすることとを組み合わせたも
のにより付与されるようになっている。
【００３５】
　図８には、ピストン１が圧縮ストロークの終点から約３０クランク度前の位置にあると
きのエンジンが示されている。この単純化された図では、室には、共同して燃料噴射手段
を提供する２つの燃料噴射器を備えている。第一の燃料噴射器１１は、燃焼室の遠位端部
の方向に向けられ、好ましくは移送オリフィス７から流入する空気ジェットを横切ってか
つ空気ジェットを通って燃料スプレーを移送するようになっている。 第二の燃料噴射器
１１１は、移送オリフィスから流入する空気ジェットの中へ燃料のスプレーをほぼ軸方向
に沿って空気の流れ方向とは反対の方向に移送することを目的としている。図示されてい
るピストン位置は、ピストン１の上方に残っているＶｌの記号が付与された斜線入り容積
が燃焼室の容積Ｖ６と大きさにおいて等しいときの一例として選択されたものである。し
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たがって、両方の容積内に含まれている空気の質量はほとんど等しい。燃料噴射器１１１
がこの時点まで動作しないまま留まっていれば、ピストンの上方の容積Ｖｌ内の空気は燃
料を含んでおらず、燃焼室の容積Ｖ６内の空気は、らせん状の渦を描く気体の運動によっ
てスパークプラグの近傍において層状化された燃料を含んでいる。ここでスパークプラグ
９に電圧を印加すると、容積Ｖ６内の混合気が燃えるものの、シリンダ内に元々存在して
いた空気の質量の約半分しか燃焼工程において用いることができない。
【００３６】
　この一例では、第一の燃料噴射器１１は、圧縮ストロークの１８０クランク度のうちの
約１５０クランク度の間に空気の半分に燃料を供給するようになっている。この空気中の
酸素すべてが燃焼に用いられるとすると、３０クランク度の間にほぼ同一の量の燃料を供
給するために、第二の燃料噴射器１１１が必要とされることになる。このクランク角度の
間に平均して単位時間当たりに排出されなければならない燃料質量の量は、第一の燃料噴
射器１１により排出される量の約５倍である必要がある。
【００３７】
　第一の燃料噴射器１１がエンジン管理システムの制御下で圧縮ストローク中に最大５倍
までのその流量を増大させることができるとした場合、第二の噴射器は必要とされないも
のの、知りうる限りにおいて、そのような短時間で応答することができるような可変流量
噴射器を入手することは現時点では不可能である。
【００３８】
　第一の燃料噴射器１１は、アイドリングからＢＭＥＰの中央範囲まで独力でエンジンを
動作させることができるが、さらに大きな出力を得るには、同一のエンジンサイクル中に
おいて燃料を供給するために、第二の燃料噴射器１１１が必要となる。移送オリフィスの
空気の流速および密度が圧縮ストロークの終点において最大となるため、第二の燃料噴射
器により注入される燃料は、最大質量流量で室に入る空気と混合することになる。このこ
とにより、この空気の中へ燃料噴射器１１１によって注入される燃料の迅速な蒸発が促進
されることになる。このようにして形成された混合気は、第一の噴射器１１により燃料が
注入された混合気においてスパークプラグ９により発生されたフレームにより点火される
。
【００３９】
　二つの燃料噴射器の使用は浪費のように考えうるが、これは、ガソリンエンジンに部分
負荷時においてディーゼルエンジンの熱効率と競争させることを可能とさせるために支払
わなければならない小さな代償である。
【００４０】
　特筆すべき点は、ディーゼルエンジンの燃焼工程と同様、燃料の注入のあとすぐ燃える
よう燃料を燃焼期間中に移送するように、第二の燃料噴射器１１１もが制御されてもよい
ということである。
【００４１】
　さらに特筆すべ起点は、第二の燃料噴射器１１１が移送オリフィスの反対側に位置して
いるため、一部のエンジン動作条件下では、空気ジェットが存在しないまたは弱いときに
、吸入行程中、圧縮ストロークの初期段階またはその両方の時点において、第二の燃料噴
射器１１１を用いて燃料を移送オリフィス７を通してシリンダ２の中へ直接噴霧すること
が有利である場合があるということである。このように、圧縮ストローク中に燃焼室の中
に移動された空気ジェットが燃料を含んでいる場合もある。
【００４２】
　エンジンの動作を以下のようなものとして説明することできる。第一の燃料噴射器１１
は、アイドリング状態下で、圧縮ストロークの初期段階で小量の燃料を注入したあと停止
する。この時の空気ジェットの速度は小さく、また、燃料は、遠位端部の壁１０に達し、
その壁１０に堆積する。空気は、室１０の遠位端部に達すると、堆積した燃料を蒸気させ
るための時間を有しており、らせん状の渦を描いて運動することによって、形成された混
合気が端部の壁１０の近傍に留まることが担保されることになる。混合気の近傍でスパー
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ク点火が発生する。この混合気は、燃焼を起こし、アンスロットル状態でのアイドリング
を可能とせしめるのに十分足りる高い濃度を有している。
【００４３】
　ＢＭＥＰがアイドリングと中央範囲との間である場合、噴射器１１の燃料注入時間は延
長され、噴射開始と噴射停止のタイミングは燃焼を最適化するように制御されるようにな
っている。この範囲では、第二の燃料噴射器１１１は非動作のまま留まっている。
【００４４】
　高いＢＭＥＰの出力を得るために、第二の燃料噴射器１１１も、第一の燃料噴射器１１
が駆動されたあとでかつ空気ジェットの速度およびその気体密度が急激に上昇するとき、
圧縮ストロークの終了点の少しまえにさらに駆動される。スパークプラグ９による点火の
あと、そのフレームが第二の燃料噴射器１１１により注入された燃料により形成された燃
料混合気に達する。第二の燃料噴射器１１１は、燃焼中であってもその燃料を注入し続け
てもよい。設計によっては、高い負荷における燃料の点火を助けるために室の近位端部８
のより近傍に第二のスパークプラグ９Ｂを位置づけることが有利となる場合もある。
【００４５】
　エンジンの回転数の変動に対処するための燃料噴射流量の調節は、通常行われているよ
うに、燃料噴射器への入口における燃料配管圧力を変更することによって達成することが
できる。
【００４６】
　図９および図１０には、本発明にかかる可変圧縮比の態様が示されている。先の場合と
同様に、空気は、らせん状の渦の流れを描きながら燃焼室６で移動するようになっている
。
【００４７】
　可変圧縮比を実現するために、円筒状の形状に形成された燃焼室６は、その遠位端部に
、プランジャ１００の形態ととる移動可能な壁または境界部を備えている。このプランジ
ャには、高温に耐えることができる複数の外周シール１０１、たとえばピストンリングタ
イプのシールを備えている。これらのシールを保護するために燃焼室の外壁を冷却してよ
い。プランジャは、最も高い圧縮比の値を提供する最も内側の位置で示され、これ以上移
動しないようにリッジ１０２によって制限されている。このリッジ１０２は、さらなるシ
ーリング面も提供することができる。
【００４８】
　図９のプランジャの後に位置するスペース１０７は、穴に通じる配管１１５を通ってス
ペースの中に移送される好ましくは油の如き液体である作動流体で充填されている。好ま
しいならば、圧縮気体を用いてもよく、また、適切な供給装置を配置してもよい。この液
体は、シリンダの気体の最大（ｐｅａｋ）圧力を超えなければならないある圧力までポン
プによって加圧される。
【００４９】
　図９には、スパークプラグ９の二つの可能な位置が示されている。位置９Ａが望まれる
場合、プラグは、耐漏洩性の接合、たとえば溶接によってプランジャに取り付けられたチ
ューブ１０９に周囲を取り囲まれる必要がある。また、このチューブは、プランジャとと
もに移動するため、それ自体のシール１１０を必要とする。
【００５０】
　位置９Ｂが選択される場合、この位置は、プランジャの面の近傍、すなわちリーン燃焼
条件下においてスパーク点火を可能とするために、図示されているように最も内側の位置
である必要がある。両方のスパークプラグは、アイドリングおよび低負荷条件下において
噴射燃料によりスパークプラグによる濡れを最小限に抑えるように、小さな穴を通って燃
焼室と連通している点火用の室内設けられて示される。しかしながら、このことは、露出
したスパークプラグにより点火が問題なく行われうるならば不可欠なことではない。
【００５１】
　プランジャは、始動および低負荷条件のため、図９に示されているように高圧縮比位置
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ら一部の流体を放出することができるようにすることで、最大シリンダ圧力によってプラ
ンジャを低圧縮比位置に向けて変位させることを可能とするように構成されている。最大
シリンダ圧力を所望の値に制限する可変圧力リリーフ弁によってこの放出を制御すること
ができる。
【００５２】
　図１０には、プランジャ１００の位置を移動および制御するための機械的手段が示され
ている。プランジャは、ネジ山が切られた棒１０８に取り付けられており、ナット１１１
がケース内に捕捉されている。このケース内で、ナット１１１は、プランジャを移動させ
るために回転することができるようになっている。この回転は、ウォーム１１３とホイー
ル１１２との装置により達成されるように図示されており、また、ウォームは、電気モー
タ、たとえばステッピングモータにより回転されてもよい。この方法は、プランジャの移
動範囲の間におけるプランジャの正確な位置決めを可能とするものの、多重シリンダエン
ジンの流体圧システムと比べてより多くのハードウェアを必要とする場合もある。
【００５３】
　上記の可変圧縮比機能は、通常吸引された、ターボチャージャーが装備されたまたは過
給器が装備された４ストロークエンジンおよび２ストロークエンジンの両方で用いること
ができる。これは、高いＢＭＥＰ動作での最大シリンダ圧力を抑えることになる。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】参照のし易いように再度例示されているＷＯ２００５／０５２３３５の図１を示
す図である。
【図２】図１に示されているエンジンの構成に類似しているものの本発明に従ったもので
あり、空気ジェットに対する軸方向の速度成分を促進するために内面を用いることが示さ
れた図である。
【図３】ほぼ２７０度を超すらせん状に形成された内面を燃焼室の近位端部に向かって見
た内部断面図であり、この端面図は壁の厚みを無視することにより単純化されている。
【図４】らせん状のランプ８Ｂの形状を可能な限り図示することのみを目的として燃焼室
の壁の厚みを無視するとともに移送転オリフィス７および燃料噴射器１１を省略した、図
３に示された方向Ｓに向かって見た図である。
【図５】軸方向運動に加えて接線運動を付与するように設計された拡張されたらせん状の
ランプを示す、図３および図４に類似した図である。
【図６】図３に類似しているものの、らせん状のランプに関して行いうる設計変更を示し
ている。
【図７】図３に類似しているものの、らせん状のランプに関して行いうる設計変更を示し
ている。
【図８】二つの燃料噴射器を有した実施形態を示している。
【図９】プランジャの流体式駆動力を用いて可変圧縮比を提供する燃焼室の一部を示して
いる。
【図１０】プランジャの電気・機械式駆動力を用いて可変圧縮比を提供する燃焼室の一部
を示している。
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